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“ セロリ”（松本地域）

　味や食感に少々クセがあり、好みの分かれる
セロリ。栽培には涼しい気候と水分が欠かせな
いそうで長野県が生産量日本一であり、松本地
域でも盛んに栽培がされてきました。ちなみに
生産現場では「セルリー」と言われることが多
いそうですが、こちらは英語表記の「celery」を、
かつての生産者の方々がフランス風に読んだの
が始まりだそうです。
　まだまだ厳しい暑さが続きそうですが、栄養
豊富なセロリを美味しく食べて元気に過ごして
いきたいですね！

（関連記事7頁掲載　廣田伸一編集委員）

“セロリ”
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　一般社団法人松本法人会の皆様方には、税務行政に
対しまして日頃から深いご理解と多大なご尽力を賜
り、厚くお礼申し上げます。
　はじめに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
られている皆様に心からお見舞い申し上げます。
　この度の人事異動により松本税務署長を拝命いたし
ました関でございます。私は群馬県出身ですが、松本
税務署の勤務は平成19年から１年間勤務して以来２度
目であり、周辺には松本城天守と旧開智学校校舎とい
う国宝建造物が建ち並び、雄大なアルプスをはじめ自
然豊かで歴史あるこの地にふたたび勤務できることを
大変嬉しく光栄に思っております。
　貴会におかれましては、新型コロナウイルス感染症
の影響により活動が制限される状況下において、感染
防止対策を徹底した上で、健全な納税者団体として、
研修会、説明会及び勉強会等各種税務研究会を開催さ
れ、正しい税知識の普及に努めておられるほか、青年
部が主体となり実施している租税教育活動では小学生

に対する租税教室を初めてオンラインで開催するなど
新たな取組もされたと伺っております。また、女性部
が作品募集を行う「税に関する絵はがきコンクール」に
は、300を超える作品が出品され、租税啓発活動に積極
的に取り組まれているほか、献血活動、清掃奉仕、各
種団体への寄付寄贈などの社会貢献活動にも力を入れ
られており、地域社会から高い評価と厚い信頼を得て
いると承知しております。
　コロナ禍におきましても、積極的に活動する姿勢は、
税務行政に携わる私どもといたしましては誠に心強い
限りであり、神澤会長をはじめ役員並びに会員の皆様
の深いご理解と並々ならぬご尽力に対しまして、厚く
お礼申し上げます。
　さて、私ども国税当局の使命は、「納税者の自発的
な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」ことで
あり、国民の皆様からの理解と信頼の下、善良な納税
者には親切・丁寧なサービスの充実に努める一方で、
国際的な租税回避や悪質な納税者には適正な調査・徴
収を通じ厳正な態度で臨んでおります。
　新型コロナウイルス感染症への対応につきまして
は、国税当局ではその感染拡大防止措置の影響により
厳しい状況に置かれている方々に向け、確定申告期限
の延長や納税の猶予制度について、ホームページや
リーフレットによる周知広報など、きめ細かな相談体
制の整備に取り組んでまいりました。今後も税制上の
措置について積極的に広報を行うとともに、納税者か
らの相談には親切・丁寧に対応していきたいと考えて
おります。
　次に、令和５年10月１日から導入される消費税のイ
ンボイス制度につきましては、本年10月１日から適格
請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。
インボイス制度の円滑な導入に向け、納税者の皆様が
法改正の内容や消費税の仕組みを十分理解し、自ら適
正な申告納税を行えるよう、制度の円滑な実施及び定
着に向けた周知・広報・相談等に適切に取り組んでま
いりたいと考えております。
　貴会の皆様が、税務行政のよき理解者としてご尽力
いただいていることは、私どもが税務行政を運営して
いく上で非常に大きな支えとなっており、誠に心強く

税務署定期人事異動 （令和3年7月10日付）
本年度も７月10日付で税務署の人事異動が発令されました。松本署では宮澤署長が退職され新たに関署長が
着任されるとともに、当会とかかわりの深い法人１部門においては羽生田統括官、新原上席調査官が転出され、
新たに城倉統括官、北原上席調査官が着任されました。なお、小澤副署長は引き続きお世話になります。

関
せき

　潤
じゅんいち

一
署長のご紹介

出身地　群馬県
略　歴
平成19年　松本署　管理・徴収第一部門　統括国税

徴収官
　　21年　木曽署　総務課長
　　（以上近年県内勤務のみ抜粋）
　　25年　新潟署　副署長
　　27年　局　徴収部　国税訟務官　訟務官
　　29年　局　徴収部　特別整理第二部門　統括国税

徴収官
　　30年　柏崎署　署長
令和元年　局　徴収部　特別整理総括第二課　課長
　　３年　現職（７月から）

着任のご挨拶
松本税務署長　関　…潤一



着任者略歴（敬称略）
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　この度、松本税務署長を最後に税
務の職場を退職いたしました。松本

城天守と旧開智学校がある自然豊かで歴史あるこの地
で無事に退職を迎えられたことを大変嬉しく思ってお
ります。
　松本税務署在任中は、神澤会長をはじめ松本法人会
の役員並びに会員の皆様、事務局の皆様には、税務行
政に対する格別のご協力とご厚情を賜り、心から感謝
申し上げます。
　１年間を思い起こしますと、新型コロナウイルス感
染症により、これまで経験したことのない様々な出来
事に対し新たな取組を実施した１年でございました。
　役員大会、「税を考える週間」行事など相次いで中止
になる中、感染対策を行った上で開催された「クイズ
税金百科」は、5 つの中学校をリモートで繋ぐという
初めての試みでしたが、中学生の順応力の速さと、協

　黛
まゆずみ

　　悟
さとる

　副署長（個担）

出身地　群馬県
平成2８年　木曽署　総務課長
　　30年　伊勢崎署　総務課長

令和２年　高崎署　総務課長
　　３年　現職（７月から）

　横
よこ

田
た

　大
だいすけ

介　総務課長

出身地　千葉県
平成29年　局　徴収部　徴収課
　　　　　主査

　　30年　局　徴収部　徴収課　実務指導専門官
令和元年　局　徴収部　徴収課　課長補佐
　　３年　現職（７月から）

　城
じょう

倉
くら

　亜
あ ゆ み

由美　

法人課税第一統括官
出身地　長野県
平成2８年　松本署　酒類指導官
　　　　　（調査検査担当）

　　30年　局　総務部　総務課　税務情報専門官
令和元年　局　総務部　厚生課　厚生専門官
　　２年　局　課税第二部　法人課税課
　　　　　　　実務指導専門官
　　３年　現職（７月から）

　北
きたはら

原　勝
かつ

治
じ

　法人会担当

出身地　長野県
平成26年　諏訪署　法人課税第二部門
　　　　　上席国税調査官

　　29年　松本署　法人課税第四部門　上席国税調査官
　　30年　松本署　特別国税調査官（法人担当）
　　　　　　　　　上席国税調査官
令和２年　松本署　法人課税第五部門　上席国税調査官
　　３年　現職（７月から）

退任のご挨拶
前署長　宮

みやざわ

澤　正
まさ

子
こ

感じている次第であります。今後とも、松本法人会の
皆様と一層の連携・協調を図り、税務行政の更なる円
滑な運営に努めてまいりたいと考えておりますので、
引き続きのご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

　結びに、一般社団法人松本法人会の益々のご発展と
会員の皆様のご健勝並びに会員企業のご繁栄を心より
祈念申し上げまして、着任の挨拶とさせていただきま
す。

力して解答する姿にはとても感心させられました。
　新型コロナウイルス感染症が拡大し２度目の所得税
及び消費税の確定申告におきましては、確定申告期間
を１か月延長した上で、入場整理券を導入して対応い
たしましたところ、大きな混乱もなく無事に終えるこ
とができました。
　４月には女性部の皆様の前で、女性が成長し活躍し
ていく社会を期待して私の経験談を基に講演をさせて
いただきました。私の講演に共感いただけたとのご感
想を頂戴するなど、とてもうれしく感じております。
　他にも様々な出来事がございましたが、皆様のご理
解とご協力に改めて感謝申し上げます。
　松本法人会の皆様には、今後も税務行政に対しまし
て、引き続きのご支援とご協力を賜りますようお願い
申し上げますとともに、一日も早い新型コロナウイル
ス感染症の終息と経済活動の回復を心より願っており
ます。
　結びに、一般社団法人松本法人会の益々のご発展と
会員の皆様のご健勝、会員企業のご繁栄をお祈り申し
上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。

略
　
歴

略
　
歴

略
　
歴

略
　
歴



新体制（転入）（敬称略）

転　　出（敬称略）
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ど
こ
で
も
申
告
・
納
税
　
イ
ー
タ
ッ
ク
ス(http://w

w
w

/e-tax.nta.go.jp)

　署長　　　　　　　　　　　　　　　　　　関　　潤一　　　局　徴収部　特別整理総括第二課　課長
　副署長（法担）　　　　　　　　　　　　　小澤　伸之　　　（留任）
　副署長（個担）　　　　　　　　　　　　　黛　　　悟　　　高崎署　総務課長
　総務課長　　　　　　　　　　　　　　　　横田　大介　　　局　徴収部　徴収課　課長補佐
　法人一統括官　　　　　　　　　　　　　　城倉亜由美　　　局　課税第二部　法人課税課　実務指導専門官
　法人三統括官　　　　　　　　　　　　　　佐藤　　尚　　　長野署　法人課税　連絡調整官
　法人四統括官　　　　　　　　　　　　　　吉澤　智幸　　　竜ケ崎署　管理運営　連絡調整官
　審理専門官（法人担当）　　　　　　　　　所　　正雄　　　長野署　審理専門官（法人担当）
　法人課税　連絡調整官　　　　　　　　　　佐藤　智之　　　伊勢崎署　法人一　総括上席
　法人一上席調査官（法人会担当）　　　　　北原　勝治　　　松本署　法人五　上席調査官

　退職　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮澤　正子　　　署長
　局　徴収部　国税訟務官　　　　　　　　　原田　幸嘉　　　副署長
　長野署　総務課長　　　　　　　　　　　　高野　佳之　　　総務課長　
　高崎署　法人一統括官　　　　　　　　　　羽生田英幸　　　法人一統括官
　木曽署　調査統括官　　　　　　　　　　　山浦　和裕　　　法人三統括官
　局　徴収部　特別整理総括第二課　主査　　北原　　治　　　法人四統括官
　大宮署　国際税務専門官（法人担当）　　　原田　実果　　　審理専門官（法人担当）
　宇都宮署 特別国税調査官（総合調査担当）
　　　　　　　　　　　　　　連絡調整官　　加藤新一郎　　　法人課税 連絡調整官
　木曽署　調査（法人担当）上席調査官　　　新原　春雄　　　法人一上席調査官（法人会担当）

新 旧

新 旧

税務署定期人事異動……新体制（転入）・転出一覧表（関係分抜粋・令和３年７月 10 日付）

　松本法人会では今年も “ 法人会やまびこ運動 ” を
スタートしております。六年目の取り組みとなりま
すこの活動は『会員企業
の皆様のお取引先やお知
り合いの事業所をご紹介
いただき、法人会への入
会をお勧めしていく取り
組み』です。
　大変厳しい状況下では
ございますが、今月号の
広報誌に「やまびこ運動

ご協力のお願い」というチラシを同封しておりま
すので、お手数ですが内容をご確認いただき、ご
協力を賜りますようよろしくお願い申し上げま
す。

当会会員企業の皆様に【お取引先】や【お知り合い】
の事業所（法人・個人※支店・営業所等も）をご
紹介いただき、当会へのご入会のきっかけとさせ
ていただく運動です。
ご協力よろしくお願い申し上げます！！

～法人会やまびこ運動って何？～
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　塩尻市にございます㈲塩
尻造花の本沢早織さんにお話を伺いました。昭和 38
年に創業された同社では、「人生の最後の旅立ちのお
手伝い、すべてお任せください。」「送る人・送られ
る人の想いを大切にする。」ことをモットーにご葬儀・
ご法要をまごころ込めて、皆さんお仕事をされてい
ます。また、お花もたくさん揃えてあり、プレゼン
ト用の花束やアレンジメントも手掛けております。
　今回、お話を伺った本沢さんは、祭壇の制作を担
当されています。友人でもある西村社長の奥様から
の紹介で入社して 3 年目となります。社長が祭壇を
制作する姿、技術に憧れ、本沢さんも担当すること
になり、日々、技術の向上に励み、やればやるほど、
責任感・やりがい・楽しさを感じられているそうで
す。制作の仕事は力仕事で忍耐力・精神力が必要で
すが、送る人・送られる人の想いを感じ、まごころ
込めて祭壇を制作したことで「素敵だったよ」「あり
がとう」とお言葉をいただけることがとても嬉しい
とのことです。この仕事を通して、挨拶・言葉遣い・
礼儀・意識などたくさんの学びがあるようで、とて
もお仕事が充実されている様子が伺われました。
　今後の目標は、日々勉強して「祭壇の制作を極め
ること」と、真摯で真面目な姿勢と素敵な笑顔が印
象的でした。

（廣田伸一編集委員）

　松本市和田の松本市臨
空工業団地内に本社があ
る㈱はやしやさんでは、
私たちがよく利用してい

るセブン ‐ イレブンのお店で販売されている、お弁当、
おにぎり、惣菜、調理パンならびに洋生菓子といった、
いわゆる「デイリー食品」等の企画開発と製造を行う
会社を傘下に持つ企業です。
　飯村社長は現在経営者としてご活躍されています
が、大学で「応用微生物学」等を学ばれた “ 農学博士 ”
でもあり、長年、食品の衛生管理分野の専門家として
安全・安心な食品の開発、製造に携わられてきました。
　“ 食の安全 ” に対する関心は年々高まっています。
同社では、お客様に安心して美味しい製品を召し上
がっていただくために、国際規格の食品安全マネジメ
ントシステムの認証を取得するなどの努力を続けられ
ているそうです。
　ご趣味は登山。松本
平から見える山々は概
ね制覇している上級者
です！企業の成長も登
山も、一歩一歩の積み
重ねですね。飯村社長
の更なるご活躍をお祈
りしながら、セブン ‐
イレブンの美味しいお
にぎりを食べるとしま
しょう♪
（菅野和光編集委員）

『安全・安心、そして健康で美味しい食づくり
 を目指します』

『まごころ込めて。
 技術を極める。』

株式会社　はやしや
松本市和田
代表取締役社長　飯村　和生  氏

有限会社　塩尻造花
塩尻市堀の内

　　本沢　早織 さん
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中小企業における新型コロナウイルスに関する
個人情報の取り扱いと対応

中に）滞在していたという情報など、新型コロナウ
イルス感染症に感染している疑いがあるという情報

（以下「感染疑い情報」といいます）は、病歴や医
師等による検査結果等ではなく、要配慮個人情報に
は該当しないため、本人の同意を得なくても、不正
の手段によらない限り企業は、当該情報を取得する
ことができます。

５．新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために、
中小企業は、施設管理権等の一環として、社屋や工
場などの施設に入場する者に検温を求め、その結果

（以下「検温情報」といいます）の報告を求める事
例があります。検温情報も、病歴や医師等による検
査結果等ではなく、要配慮個人情報に該当しないた
め、個人情報保護法上は、不正の手段によらない限
り当該情報は適法に取得できます。

　　個人のプライバシー保護という観点から従業員に
対して毎日検温結果の報告をさせずに一定以上の体
温が続いた場合など、新型コロナウイルス感染症に
感染している徴候が認められる場合に限り、検温情
報を従業員に報告させるといった企業の対応も考え
られます。

６．中小企業が感染者等に関する情報の利用について
個人情報を取得した場合には、あらかじめ、その利
用目的を公表している場合を除き、その利用目的を
本人に通知するか、または、公表しなければなりま
せん。留意事項としては、さらに、自傷他害の恐れ
があるなど、従業員の生命、身体または財産の保護
のために必要がある場合等を除き、本人に利用目的
を明示しなければなりません。

７．中小企業の社内での情報共有に関し個人情報保護
法は、当初特定した利用目的または法16条３項に定
める例外目的利用が許される範囲であれば、自社内
での個人情報の利用を制限していません。

８．ところで感染情報または感染疑い情報は、現時点
において、それを他人に知られることで、本人に対
して不当な差別や偏見等の不利益が生じるおそれも

１．中小企業は従業員との間の雇用契約により安全配
慮義務の履行や企業としての事業活動の継続のため
に、従業員や顧客等への新型コロナウイルス感染症
の拡大防止策を講じる必要があり、その過程で、さ
まざまな個人情報を収集・利用・公表等することが
求められます。そのような場面で、感染拡大防止と
個人情報・プライバシーの保護の両立をどのように
企業として図るべきか実務上の留意点について検討
します。

２．ある人が新型コロナウイルス感染症に感染したと
いう情報や、検査で陰性という結果が出たという情
報（以下「感染情報」といいます。）は、要配慮個
人情報に該当するため（これは個人情報の保護に関
する法律２条３項、同法施行令２条２号・３号に規
定されています）、個人情報取扱事業者は、原則と
して、本人の同意がなければ感染情報を取得しては
ならないとされています。尚、個人情報取扱事業者
とは個人情報データベース等を扱っていて、それが
事業に該当するという２つの要素で平成27年の法改
正によって5000件以上という要件が撤廃されていま
す。

３．従業員の家族に関する感染情報は、当該従業員自
身の病歴等でないため、当該従業員の要配慮個人情
報には該当しませんが、家族のうち誰の感染情報で
あるかが特定できる場合には、当該家族を本人とす
る要配慮個人情報に当たりますので、原則として感
染した家族本人の同意を得て、当該情報を取得する
必要があります。

　　ただし本人の同意を得ていなくても本人が入院し
たため連絡をとることが困難な場合など、本人の同
意を得ることが困難で①人の生命、身体または財産
の保護のために必要がある場合、または②公衆衛生
の向上のために特に必要がある場合には、本人の同
意なく、要配慮個人情報を取得できるとされていま
す。

４．感染者の濃厚接触者であるという情報や、感染者
が多発している国や地域にごく最近（特に潜伏期間

三 浦 守 孝三浦法律事務所　弁護士
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えるでしょう。また、あの独特の香りにはイライラを
鎮め、不眠解消、ストレスの緩和、気持ちを落ち着け
る等のリラックス効果があるそうです。
　生食以外にも様々な食べ方があり、PC 等で検索す
ればたくさんの調理法を知ることができますので苦手
という方もチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
まだまだ暑い日が続きますが栄養満点なセロリを食べ
て元気に過ごしたいものですね！

　（廣田伸一編集委員）

　長野県はセロリの栽培に欠かせない涼しい気候、豊
富な水資源を有しており、生産量全国１位で、松本地
域でも盛んに栽培がおこなわれています。もともとは
外国からもたらされた野菜で、当初はその独特な香り
もあって食用としては普及しなかったそうですが、時
代が流れ食の欧米化が進むにつれて需要が高まり栽培
が本格化していきました。なお、セロリの和名はオラ
ンダ舩で渡来したことから「オランダミツバ」という
そうですが、有名な戦国武将である加藤清正公が朝鮮
半島から持ち帰ったという説から「清正人参（きよま
さにんじん）」という呼び名もあるそうです。
　食感や香りにより、苦手な方もいるセロリですが栄
養価は高く、ビタミン類や食物繊維、カリウム等を豊
富に含んでおり、夏場の栄養補給にも優れていると言

『セロリ』（松本地域）
～栄養満点、
　長野県が生産量日本一！～

否定できないと思われるため一般人を基準として他
人にみだりに知られたくない情報として、法的に保
護されるプライバシーに係る情報と考えるべきであ
り、中小企業としては、仮りに個人情報保護法に抵
触しなくても、安易に本人が特定できる形で、感染
情報等を社内で広範囲に情報提供することは慎むべ
きであります。

９．中小企業が取引先等の外部者が感染したり、また
はその疑いがある場合は、取引先の担当者や委託先
の従業員（自社の本社・事務所・工場等に勤務）が
感染したり、その疑いがある場合、自社の従業員へ

の注意喚起や自宅待機等を指示するために新型コ
ロナウイルス感染症に関する情報を利用する必要
があります。

　この点、要配慮個人情報は、原則としてあらかじめ
本人の同意を得ずに取得することが禁止されている
ため、取引先等に本人同意を取得してもらうか、また
は、例外事由を充足することが必要となります。

三浦法律事務所　当会顧問弁護士  三 浦 守 孝
〒390-0874　松本市大手 1-3-29　丸今ビル 3F
TEL(0263)39-2030 ㈹　FAX(0263)39-2031

【ふるさとの食】シリーズ 18
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激甚化する自然災害から従業員を守れ激甚化する自然災害から従業員を守れ
工場が高台などにあり安全を確保できるなら、職場に
留まることも有効な選択肢になる。台風などの進行型
災害では準備の時間がある。自社への影響が最大化す
るとみられる時刻から逆算し、早めに避難体制を整え
ておく。こうしたタイムライン防災の視点に立ち、従
業員の生命を守ることから自然災害に強い組織づくり
を進めたい。
　産業廃棄物処理業の鈴木工業（仙台市若林区）は、
東日本大震災で５メートルを超す津波により処理施設
の機能を喪失したが、平時から積み重ねてきた訓練が
生きた。従業員がすぐに大型発電機を手配しピンチを
しのげた。焼却炉を稼働させるには撹拌や送風に電力
が要る。インフラの復旧は当面難しいと読んだ。
　各調査機関のアンケートによると、東日本大震災以
降、中小企業のＢＣＰ策定率は漸増傾向にあるものの、
全体の２割に満たない。鈴木工業の鈴木伸彌社長は「で
きるところから始めてほしい。費用をかけられない中
小企業では、従業員の防災意識を高めるなどソフト面
の対策が肝になる」と話す。
　従業員の個別事情を考慮のうえ、一枚紙に各人の初
動対応をまとめて社内共有し、いざという時に遅滞な
く発動できるようにしておくだけで効果がある。鈴木
工業では安否確認を迅速に行えるよう、従業員が社内
の緊急連絡先や家族の電話番号を記した防災カードを
携帯している。アナログ的な手法も活用し、堤防より
心の壁を高くしておきたい。

【筆者紹介】
岡田直樹（おかだ・なおき）　1984年、日刊工業新聞
社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産
業界、総務省・経済産業省・内閣府などの官庁を担当。
論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長を経て、
特別論説委員。埼玉県出身。

　東日本大震災から10年が経ったが、貴社の防災対
策は進展しているだろうか。新型コロナウイルス感染
症の流行が長期化する中で、地震、台風、豪雨などの
自然災害に見舞われる「複合災害」のリスクが高まっ
ている。本社工場など拠点が限られる中小企業では、
事業継続計画（ＢＣＰ）の策定など事前の備えが存続
を左右する。従業員の安全を守るところから対策に着
手したい。
　間もなく本格的な台風シーズンに突入する。2019
年10月に発生した令和元年東日本台風（台風19号）は、
静岡県や新潟県、関東甲信・東北地方など広域に甚大
な被害をもたらした。24時間の降水量は 103地点で観
測史上最高となるなど記録的な大雨となった。
　中央防災会議ワーキンググループの報告によると、
台風19号により屋外で亡くなった50人のうち「仕事
中」「通勤・帰宅中」の被災が３割弱含まれる。企業
は率先して従業員の安全確保に取り組む必要があろ
う。　
　内閣府は今年４月、企業の事業継続能力向上のため
の基本的な考え方をまとめた「事業継続ガイドライン」
を改定した。気候変動に伴う風水害の激甚・頻発化と
いう近年の災害特性を踏まえ、従業員の安全確保によ
り注力するよう求めている。　　
　具体的には、台風や豪雨で公共交通機関が計画運休
となるなど出勤や退勤が困難になることが想定される
場合は、計画休業やテレワークの実施、特別休暇の取
得などにより、危機が去るまで従業員を待機させるこ
とが重要としている。
　天候が悪化する中で従業員を帰宅させる場合は、特
段の注意を払う必要がある。50人の半数以上は車で移
動中に亡くなり、その８割強は水害によるものだ。立
体交差のアンダーパスが冠水し、車ごと深みにはまる
痛ましいケースも少なくなかった。
　設備管理などで出社しなければならない従業員は、

岡 田 直 樹日刊工業新聞社
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Q．法人税又は消費税の中間申告について、その提出
期限までに中間申告書の提出がなかった場合には、
中間申告書の提出があったものとみなされることと
されています。

　　新型コロナウイルス感染症の影響により、その提
出期限までに中間申告書が提出できない場合、災害
その他やむを得ない理由による提出期限の延長が認
められますか。

A．　
〇　法人税又は消費税の中間申告についても、期限ま

でに提出することができないと認められるやむを得
ない理由がある場合には、確定申告と同様に、所轄
税務署長に申請し、その承認を受けることにより、
その理由がやんだ日から２か月以内の範囲で、その
提出期限の延長が認められます（国税通則法11条、
国税通則法施行令３条３項、４項）。

〔中間申告書の提出期限の延長について〕
〇　法人税及び消費税の中間申告については、前期

の確定した税額から中間申告に係る税額を計算する
もの（以下「通常の中間申告」といいます。法人税法
71条、消費税法42条）と、これに代えて、中間期間
を一つの事業年度（又は課税期間）とみなして確定申
告と同様に法人税額（又は消費税額）を計算するもの

（以下「仮決算による中間申告」といいます。法人税
法72条、消費税法43条）があります。

〇　これらに係る中間申告書についても、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、その提出期限までに
提出することが困難な場合には、その提出期限の延
長が認められます（国税通則法11条、国税通則法施
行令 3 条 3 項、4 項）。

〇　例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、
当期の業績が悪化しているような場合には、通常の
中間申告に代えて、仮決算による中間申告を検討す
ることとなると考えられます。

〇　その際に、外出自粛要請の影響など、通常の業務
体制が維持できないことにより、
例えば、
・通常の中間申告に係る納付税額と、仮決算による

中間申告に係る納付税額を比較・検討するための
準備に時間を要する

・仮決算による中間申告に係る申告書の作成に時間
を要する

など、中間申告書を提出期限までに提出することが困
難となる場合が考えられますが、このような場合にも、
提出期限の延長が認められます。

〔事後的な提出期限延長の申請手続について〕
〇　その提出期限までに中間申告書を提出することが

困難な場合には、納税地を管轄する税務署長に対し、
災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、２か
月以内に「災害による申告、納付等の期限延長申請
書」を提出いただければ、税務署長が指定した日（災
害その他やむを得ない理由がやんだ日から２か月以
内）まで期限が延長されます。

※　中間申告書を提出することが困難な状態が、確定
申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告
書の提出は不要となります（法人税法71条の２、消
費税法42条の２）。つまり、中間申告により納付す
る法人税及び消費税は生じないこととなります。

　　この場合には、確定申告書を提出する際に、「災
害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、
併せて提出してください。

　　なお、所轄税務署から送付される確定申告書に印
字されている中間税額には、その生じないこととな
る税額が含まれていますので、ご使用の際には、そ
の生じないこととなる税額相当額を控除した金額に
訂正してご使用ください。 

〔中間申告書のみなし提出について〕
〇　一方、上記のような事情がなく、中間申告書をそ

の提出期限までに提出することが可能な場合におい
て、中間申告書の提出期限までにその提出がなかっ
たときには、その提出期限において通常の中間申告
に係る中間申告書の提出があったものとみなされま
す（法人税法 73 条、消費税法 44 条）。

〇　この場合には、その提出期限において通常の中間
申告に係る納付税額が確定します。

　　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、
その中間申告に係る納付税額を一時に納付すること
が困難な場合には、税務署に申請することにより、
納税についての猶予制度を適用できる場合がありま
す。猶予に関する一般的な質問等については、 国税
局猶予相談センターにご相談いただき、猶予制度の
詳細や個別の事情については、所轄の税務署にご相
談ください。

（税制委員会：赤羽総一郎、山口優子、木下茂登次　グループ稿）
（監修：関東信越税理士会　松本支部）

〔会社の税務…よろず相談室 161〕
　法人税又は消費税の
　　中間申告期限の個別延長について
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８月の予定
３日法人会献血活動　４日広報委編集会議　５日税制
委グループ会議　６日女性部８月例会　13～17日事
務局夏季休業　２4日常任理事会、役員大会　２6日第
108回税制勉強会　２7日決算説明会

決 算 説 明 会
（法人税・消費税の説明会 /７月決算法人対象）
8月２7日㈮…午後２時より松本市駅前会館「大会議室」
※会場設営（距離確保）、手指消毒、検温等の実施と

いった安全対策を行い開催いたします。
　ご参加いただく方にはマスクの着用にご協力をお

願いいたします。
　なお、感染拡大状況により中止となる場合もござ

いますがご了承願います。

テーマテーマ 『『消費税インボイス制度について』消費税インボイス制度について』
令和３年度　後期部会税務研修会

－適格請求書発行事業者登録受付が10月から始まります－
講師：松本税務署　担当官

本年度後期の税務研修会を下記の日程にて行います。新型コロナウイルスの感染拡大状況を注視しつつ、下記の安全
対策を講じての開催となります。参加費は無料。会員の皆様にはハガキにてご案内いたしますので皆様のご参加をお
待ちしております。（参加をご希望されます方は事務局まで事前のお申し込みをお願い申し上げます）

日程 部会等 会場 時間
９月１日㈬ 塩尻部会 中信会館「エマーブルホール」 15:00 ～ 16:30
　　３日㈮ 松本 A ブロック 松本市駅前会館４階「大会議室」 14:00 ～ 15:30
　　７日㈫ 松本Ｂブロック 松本市駅前会館４階「大会議室」 14:00 ～ 15:30
　　８日㈬ 波田・安曇・奈川部会 松本市波田商工会 15:00 ～ 16:30
　　９日㈭ 筑北部会 筑北村商工会 15:00 ～ 16:30
　　13日㈪ 松本Ｃブロック 松本市駅前会館４階「大会議室」 14:00 ～ 15:30
　　14日㈫ 三郷・梓川・堀金部会 安曇野市商工会 三郷商工会館 15:00 ～ 16:30
　　15日㈬ 山形・朝日部会 朝日村商工会 15:00 ～ 16:30
　　17日㈮ 川手部会 安曇野市商工会　明科商工会館 15:00 ～ 16:30
　　21日㈫ 豊科・穂高部会 安曇野市商工会　穂高商工会館 15:00 ～ 16:30
　　22日㈬ 松本 D ブロック 松本市駅前会館４階「大会議室」 14:00 ～ 15:30
　　27日㈪ 松本 E ブロック 松本市駅前会館４階「大会議室」 14:00 ～ 15:30
☆参加をご希望されます方は、恐れ入りますが本会事務局まで事前のご連絡をお願い申し上げます。
　事務局電話番号：0263-35-8080
☆開催にあたり、参加者間の座席距離の確保、室内換気等を心掛けますが、ご参加いただく皆様には手指消毒、マスク着用、検温、

健康確認などへのご協力をお願いいたします。

令和3年度　令和3年度　常任理事会・役員大会常任理事会・役員大会
　本年度の常任理事会・役員大会を次の日程で開催い
たします。
日　　　時　８月24日㈫　14:00 ～ 17:20
会　　　場　ホテルブエナビスタ 3 階「グランデ」他
常任理事会　14:00 ～ 14:50
役 員 大 会　15:00 ～ 17:20
　⑴会　　議　15:00 ～ 16:10　
　⑵税務講話　16:20 ～ 17:20
　　講師：松本税務署長　関　潤一　氏

本年度も税制勉強会を下記要領にて開催いたします。
○日　時　8 月 26日㈭　14:00 ～ 15:30
○会　場　松本市駅前会館 4 階「大会議室」
○内　容　「貸倒引当金と貸倒損失の処理等」
○講　師　松本税務署　担当官
○受講料　無料
○お申込　事務局まで（0263-35-8080）
※参加をご希望されます方は事務局まで事前のお申

し込みをお願い申し上げます
※開催にあたり、参加者間の座席距離の確保、室内換

気等を心掛けますが、ご参加いただく皆様には手指
消毒、マスク着用、検温、健康確認などへのご協力
をお願いいたします。

第108回税制勉強会開催のお知らせ第108回税制勉強会開催のお知らせ
「貸倒引当金と貸倒損失の処理等」「貸倒引当金と貸倒損失の処理等」
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日
本
で
は
、
20
代
、
30

代
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

は
、
１
ヵ
月
に
平
均
０
・
26
冊
し
か
本
を
読
ん

で
い
な
い
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
30
代
で
年
収

３
０
０
０
万
円
の
人
は
、
平
均
で
９
・
88
冊
、

本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
差
は
、
38
倍
に
も

な
り
ま
す
。

　

高
年
収
の
人
は
毎
日
、
朝
起
き
た
ら
本
を
読

み
、
寝
る
前
も
本
を
読
み
、
隙
間
時
間
も
本
を

読
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
打
ち
合
わ
せ
場
所

に
は
、
で
き
る
だ
け
30
分
前
に
行
き
、
読
書
を

し
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
れ
は
分
散
効
果
と
い
っ

て
、
朝
は
通
勤
電
車
、
昼
は
カ
フ
ェ
、
夜
は
寝

る
前
の
ベ
ッ
ド
、
お
や
つ
の
時
間
は
リ
ビ
ン
グ

で
読
む
と
い
う
よ
う
に
、
場
所
を
変
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
よ
り
理
解
力
が
深
ま
る
と
い
う
利

点
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
読
書
と
年
収
に

は
相
関
関
係
が
あ
る
の
で
す
。
年
収
を
伸
ば
し

て
幸
せ
に
な
り
た
い
人
、
仕
事
で
成
果
を
上
げ

た
い
人
は
、
読
書
量
を
必
ず
増
や
す
こ
と
、
読

書
の
優
先
順
位
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常

に
大
事
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
れ
ま
で
読
書
が
習
慣
と
し
て
な

か
っ
た
人
も
、
週
に
１
冊
読
め
ば
、
月
に
４
冊
、

年
間
で
48
冊
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
た
だ
読

め
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
学
び
を
成

果
に
変
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
ま
ず
は
週

１
冊
を
習
慣
に
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。

あ
と
が
き

（
菅
野
）

　（
本
号
編
集
委
員
：

　
　
廣
田
伸
一

　
　
菅
野
和
光
）

個人情報の取扱について
　当会は、会員企業に係る「個人情報」
を研修会・諸会議の開催通知、機関紙
等の送付並びに福利厚生制度のご案内
など、本会の事業活動のために利用し、
それ以外の目的で利用することは一切
ありません。
　また、お届けいただいた個人情報の
開示、訂正等のお問い合わせは下記窓
口までお願いいたします。
一般社団法人松本法人会　個人情報取扱係

　　発　行　所 
一般社団法人 松本法人会

〒390‐0814
長野県松本市本庄1丁目3番10号

TEL（0263）35‐8080 
FAX（0263）36‐0839 
編集人　 百瀬衛貴男 
（毎月１回１日発行） 

印刷所　アサカワ印刷株式会社

「2021 セイジ・オザワ松
本フェスティバル開催！

　実に２年ぶりに、
セイジ・オザワ松本
フェスティバルが開
催となります。開催
期間は、2021 年８
月21日㈯～９月６日
㈪の17日間。感染症
対策をしっかりと行
いながら、松本市内
全４か所、長野市内

１か所の会場で最高の演奏を！楽しみですね♪
（廣田伸一編集委員）

商
売
と
は
笑
売
！

商
売
と
は
笑
売
！

9月2日（木）期
日

講
師 午後2時～3時30分

全てはお客様の笑顔のために
カリスマ添乗員本音で語る
全てはお客様の笑顔のために
カリスマ添乗員本音で語る
全てはお客様の笑顔のために
カリスマ添乗員本音で語る
全てはお客様の笑顔のために
カリスマ添乗員本音で語る

一般社団法人 松本法人会（事務局）
TEL.0263-35-8080

【参加申し込みフォーム】

お問い合わせ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9zUG6vYeg
Taa5tUDXmQ_GmwHv3s_uoMcuTspcaHifNNPwSg/viewform
※ご登録いただいたアドレス宛に「招待メール」をお届けいたします。

ナニワのカリスマ添乗員

平田 進也氏
［㈱日本旅行］

■ Zoomウェビナーを使用したオンラインセミナーです
■ 定 員／100名（先着順 受講料無料）
　　　　　　　　　　※詳しくは本号チラシでご確認ください

夏期特別研修会（オンラインセミナー）
�
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